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平成３０年第３回定例会

三 沢 市 議 会 会 議 録

第３号（平成３０年９月１３日）
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─────────────────
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１．委員長の審査報告

２．委員長報告に対する質疑

３．討 論
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（予算審査特別委員会審査報告）

第10 議案第54号 平成３０年度三沢市一

般会計補正予算（第２号）

第11 議案第55号 平成３０年度三沢市介
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第16 議案第60号 三沢市道路占用料徴収

条例の一部を改正する条例の制

定について
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４．採 決

─────────────────

第17 基地対策特別委員会中間報告
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─────────────────
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三沢病院事業会計決算認定につ

いて
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第18 移住・定住促進対策特別委員会中間
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第19 議会改革特別委員会中間報告

第20 総務文教常任委員会所管事務調査報
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副 市 長 米 田 光一郎 君
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午前１０時０１分 開議

○議長（小比類巻正規君） おはようござい

ます。

出席議員は定足数に達しておりますので、

会議は成立いたします。

これより、本日の会議を開きます。

本日の議事は、お手元に配付しております

議事日程第３号をもって進めます。

─────────────────

◎日程第１ 認定第１号から

日程第９ 認定第９号まで

○議長（小比類巻正規君） 日程第１ 認定

第１号平成２９年度三沢市一般会計歳入歳出

決算認定についてから日程第９ 認定第９号

平成２９年度三沢市立三沢病院事業会計決算

認定についてまでの計９件を一括議題といた

します。

決算審査特別委員会の審査報告書は、お手

元に配付したとおりです。

委員長、補足して報告する事項があります

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（小比類巻正規君） ただいまの委員

長報告に対し、質疑を行いますが、通告があ

りませんので、質疑を終結します。

次に、討論を行いますが、通告がありませ

んので、討論を終結します。

これより、採決します。

認定第１号から認定第９号までの９議案

は、委員長報告のとおり決することに御異議

ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（小比類巻正規君） 御異議なしと認

めます。

よって、認定第１号平成２９年度三沢市一

般会計歳入歳出決算認定について、認定。認

定第２号平成２９年度三沢市国民健康保険特

別会計歳入歳出決算認定について、認定。認

定第３号平成２９年度三沢市食肉処理セン

ター特別会計歳入歳出決算認定について、認

定。認定第４号平成２９年度三沢市農業集落

排水事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て、認定。認定第５号平成２９年度三沢市下

水道事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て、認定。認定第６号平成２９年度三沢市介

護保険特別会計歳入歳出決算認定について、

認定。認定第７号平成２９年度三沢市後期高

齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につい

て、認定。認定第８号平成２９年度三沢市水

道事業会計決算認定について、認定。認定第

９号平成２９年度三沢市立三沢病院事業会計

決算認定について、認定とそれぞれ決しまし

た。

─────────────────

◎日程第１０ 議案第５４号から

日程第１２ 議案第５６号まで

○議長（小比類巻正規君） 日程第１０ 議

案第５４号平成３０年度三沢市一般会計補正

予算（第２号）から日程第１２ 議案第５６

号平成３０年度三沢市水道事業会計補正予算

（第１号）までの計３件を一括議題といたし

ます。

予算審査特別委員会の審査報告書は、お手

元に配付したとおりです。

委員長、補足して報告する事項があります

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（小比類巻正規君） ただいまの委員

長報告に対し、質疑を行いますが、通告があ

りませんので、質疑を終結いたします。

次に、討論を行いますが、通告がありませ

んので、討論を終結します。

これより、採決します。

議案第５４号から議案第５６号までの３議

案は、委員長報告のとおり決することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（小比類巻正規君） 御異議なしと認

めます。

よって、議案第５４号平成３０年度三沢市

一般会計補正予算（第２号）、可決。議案第

５５号平成３０年度三沢市介護保険特別会計

補正予算（第１号）、可決。議案第５６号平

成３０年度三沢市水道事業会計補正予算（第
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１号）、可決とそれぞれ決しました。

─────────────────

◎日程第１３ 議案第５７号から

日程第１６ 議案第６０号まで

○議長（小比類巻正規君） 日程第１３ 議

案第５７号三沢市職員定数条例の一部を改正

する条例の制定についてから日程第１６ 議

案第６０号三沢市道路占用料徴収条例の一部

を改正する条例の制定についてまでの計４件

を一括議題といたします。

条例等審査特別委員会の審査報告書は、お

手元に配付したとおりです。

委員長、補足して報告する事項があります

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（小比類巻正規君） ただいまの委員

長報告に対し、質疑を行いますが、通告があ

りませんので、質疑を終結いたします。

次に、討論を行いますが、通告がありませ

んので、討論を終結します。

これより、採決します。

議案第５７号から議案第６０号までの４議

案は、委員長報告のとおり決することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（小比類巻正規君） 御異議なしと認

めます。

よって、議案第５７号三沢市職員定数条例

の一部を改正する条例の制定について、可

決。議案第５８号三沢市税条例等の一部を改

正する条例の制定について、可決。議案第５

９号三沢市指定居宅介護支援等の事業の人員

及び運営に関する基準等を定める条例の一部

を改正する条例の制定について、可決。議案

第６０号三沢市道路占用料徴収条例の一部を

改正する条例の制定について、可決とそれぞ

れ決しました。

─────────────────

◎日程第１７ 基地対策特別委員会

中間報告

○議長（小比類巻正規君） 日程第１７ 基

地対策特別委員会の中間報告を議題といたし

ます。

舩見亮悦委員長。

○１４番（舩見亮悦君） 基地対策特別委員

会において審査中の事件について、会議規則

第４５条第２項の規定に基づき、中間報告を

いたします。

本委員会では、さきの会議で決定した今年

度の基地周辺対策に関する要望１０項目につ

いて、６月２５日及び２６日の両日、副市長

並びに議長とともに東北防衛局及び防衛省、

そして青森県選出国会議員、特に大島衆議院

議長については、直接議長公邸を訪問の上

で、委員会全員による要望行動を実施いたし

ました。さらに、本年度は新たに衆議院安全

保障委員長のほか、防衛関係の各種委員会及

び部会の会長に対しても要望行動を実施いた

しました。

また、翌月の７月３０日及び３１日には、

副市長並びに議長、委員長において、総務省

及び大島衆議院議長の国会事務所を訪問し、

要望行動を実施いたしました。今回の要望行

動では、本市の実情を強く訴え、三沢飛行場

第二滑走路の早期着工や住宅防音工事の是

正、地域の実情に応じた移転措置、そして基

地交付金及び調整交付金の改善等、各要望項

目の早期実現を求め、要望書を提出したとこ

ろであります。

これらの要望に対する国の回答は、住宅防

音工事については国においても待機世帯の早

期解消が必要と認識し、昨年度と比較し予算

額を倍増して、その中に早期解消に努めてま

いりたいとの回答があったほか、移転措置に

ついては三沢市とも調整の上、Ｆ－３５Ａ配

備状況も踏まえ、地上騒音を含む実態調査を

実施することとし、当該実態調査の結果を踏

まえ、どのような対応が可能か検討していき

たいとの回答がありました。

また、生活環境施設等の整備については、

新規事業２件を含め引き続き市のほうと調整

をし、要望に沿えるよう対応していきたいと

の回答を得たところであります。

しかしながら、第二滑走路の早期着工をは
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じめ、まだまだ前向きな回答が得られていな

い要望項目もありました。

本委員会としては、今回の要望事項は市民

の民生安定、福祉向上に欠かすことのできな

いものであることから、引き続き要望事項の

実現に向けた活動を継続してまいりたいと考

えております。

以上、引き続き閉会中の継続審査とするこ

とを申し添え、基地対策特別委員会の中間報

告といたします。

○議長（小比類巻正規君） これより、質疑

を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（小比類巻正規君） ないようですの

で、質疑を終結いたします。

お諮りいたします。

この報告は、委員長報告のとおり、引き続

き閉会中の継続審査にしたいと思います。こ

れに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（小比類巻正規君） 御異議なしと認

めます。

よって、基地対策特別委員会については、

引き続き閉会中の継続審査とします。

─────────────────

◎日程第１８ 移住・定住促進対策

特別委員会中間報告

○議長（小比類巻正規君） 日程第１８ 移

住・定住促進対策特別委員会中間報告を議題

といたします。

堀光雄委員長。

○１１番（堀 光雄君） 本委員会において

審査中の事件について、三沢市議会会議規則

第４５条第２項の規定に基づき、中間報告を

いたします。

本委員会は、去る９月２日に委員会を開催

し、前回の委員会において各委員の方々から

出された意見を踏まえ、三沢市における移

住・定住に向けた取り組みについて調査・検

討をしたところでございます。

はじめに、執行部から、現在行われている

移住・定住への取り組みが平成２８年３月に

策定した、三沢市まち・ひと・しごと創生総

合戦略に基づいて行われていることへの説明

がありました。

三沢市まち・ひと・しごと創生総合戦略

は、目指すべき将来の方向性に基づき、働き

たくなるまち、住みたくなるまち、育てたく

なるまち、自慢したくなるまちの四つの基本

目標を定め、人口減少問題への対応と地方創

生をなし遂げていくための施策を分野横断的

に取り組むための戦略として位置づけられて

おります。その中で、移住・定住の促進に向

けた多くの取り組みが具体的施策として設定

されており、優遇制度を活用した企業誘致推

進事業、住宅取得支援事業助成金、移住・定

住促進等相談事業、子育て支援の拠点整備、

子ども医療費給付事業、青森グローバルアカ

デミー事業など三沢市で行われている主な事

業について説明がありました。

これに対し各委員からは、三沢市は隣町と

比較すると土地が高いので、住宅、土地、住

宅団地の提供を市が負担することや、宅地を

ふやすことにもっとお金をかけてほしいとい

う意見や、東京だけでなく大阪や名古屋な

ど、三沢市を独自にＰＲする機会をもう少し

予算をつけてふやしてほしいなどの意見が出

されました。

本委員会では、人口減少社会を迎え、移

住・定住の促進は非常に厳しい状況にあるた

め、今後においても三沢市における各種事業

の取り組み状況について調査・検討を行うと

ともに、全国の先進事例についての調査・研

究を行い、三沢市への移住・定住の促進対策

に取り組んでまいりたいと考えております。

以上、引き続き閉会中の継続審査とするこ

とを申し添え、移住・定住促進対策特別委員

会の中間報告といたします。

○議長（小比類巻正規君） これより、質疑

を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（小比類巻正規君） ないようですの

で、質疑を終結いたします。

お諮りします。
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この報告は、委員長報告のとおり、引き続

き閉会中の継続審査にしたいと思います。こ

れに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（小比類巻正規君） 御異議なしと認

めます。

よって、移住・定住促進対策特別委員会に

ついては、引き続き閉会中の継続審査といた

します。

─────────────────

◎日程第１９ 議会改革特別委員会

中間報告

○議長（小比類巻正規君） 日程第１９ 議

会改革特別委員会中間報告を議題といたしま

す。

西村盛男委員長。

○９番（西村盛男君） 本委員会において審

査中の事件について、三沢市議会会議規則第

４５条第２項の規定に基づき、中間報告をい

たします。

本委員会は、７月２４日及び９月４日に、

それぞれ委員会を開催いたしました。

委員会では、本年度４月１日から施行され

た三沢市議会基本条例に関する要綱等とし

て、三沢市議会における議会報告会並びに意

見交換会の開催要綱及び三沢市議会改革推進

会議設置要綱について検討いたしました。

また、危機管理体制の構築という観点か

ら、議会における防災訓練の実施についても

委員会内で検討し、先般、議長に申し入れた

ところであります。

今後は、三沢市議会アドバイザーからの助

言等も踏まえながら、議会基本条例に関する

要綱等の策定作業を進めるともに、先進自治

体の議会基本条例の運用状況や課題等を調査

し、策定後の運用方法についての検討も含

め、鋭意委員会を開催してまいりたいと考え

ております。

以上、引き続き閉会中の継続審査とするこ

とを申し添え、議会改革特別委員会の中間報

告といたします。

○議長（小比類巻正規君） これより、質疑

を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（小比類巻正規君） ないようですの

で、質疑を終結します。

お諮りします。

この報告は、委員長報告のとおり、引き続

き閉会中の継続審査にしたいと思います。こ

れに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（小比類巻正規君） 御異議なしと認

めます。

よって、議会改革特別委員会については、

引き続き閉会中の継続審査とします。

─────────────────

◎日程第２０ 総務文教常任委員会

所管事務調査報告

○議長（小比類巻正規君） 日程第２０ 総

務文教常任委員会所管事務調査報告を議題と

いたします。

下山光義委員長。

○４番（下山光義君） 去る９月５日に開催

いたしました総務文教常任委員会所管事務調

査の内容について、三沢市議会会議規則第１

０３条の規定に基づき、報告申し上げます。

今回の委員会では、教育委員会の所管に係

る児童生徒の安全安心対策について、教職員

の多忙化解消に向けた働き方改革について、

地域学校協同本部事業（三沢版コミュニ

ティースクール）の活動状況についての計３

件について調査いたしました。

まず、１件目の児童生徒の安全安心対策に

ついてでは、市当局から、去る６月１８日に

発生した大阪府北部地震においてブロック塀

が倒れ、小学生のとうとい命が奪われたこと

を受け、実施した三沢市内の全小中学校にお

ける危険ブロック塀の調査結果の報告があり

ました。

その概要としては、まず三沢第一中学校に

危険ブロック塀があったため、早急に当該ブ

ロック塀を撤去する予定であるとの報告があ

り、次に旧淋代小学校、現在の淋代団体活動

センターでも危険ブロック塀があったため、
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現在の対応状況や今後の予定について報告さ

れ、あわせて市内全小中学校の通学路におけ

る危険ブロック塀の調査報告についても報告

がありました。

また、本年度、三沢市内において熊の目撃

情報が相次いだことから、目撃地周辺におい

てパトロールを実施したことや、児童生徒に

対する注意喚起を実施したこと、このほかに

も児童生徒の熱中症対策の状況、学校等にお

ける環境整備の状況についての説明がありま

した。

２件目の教職員の多忙化解消に向けた働き

方改革についてでは、市当局から、教員が児

童生徒に向き合う時間の確保を図るため、校

務支援システム等の導入の検討や特別支援教

育支援員の配置、学校閉庁日の実施、部活動

の練習時間に関する方針、各学校への心の教

育教室相談員の配置や教育相談室の設置な

ど、さまざまな取り組みを実施することに

よって教職員の多忙化解消に努めているとの

説明がありました。

３件目の地域学校協働本部事業・三沢版コ

ミュニティースクールの活動状況についてで

は、市当局から、昨年度から教育委員会内に

地域学校協働本部を設置し、当該本部内に市

内１２小中学校各１名の地域コーディネー

ターを配置したこと、その地域コーディネー

ターが学校と地域のパイプ役となり、各地域

に即したさまざまな活動を実施していること

などの説明がありました。

以上３件の説明を受け、各委員からは、学

校以外の通学路等における危険ブロック塀の

対応を今後どのように検討しているのかとの

意見や、市街地における危険動物への銃器の

使用の可否についての質問、熱中症の防止と

騒音防止に対応するために各小中学校へのエ

アコン設置が必要不可欠ではないかなどの意

見が出されました。

いずれにしましても、本委員会では、三沢

市の未来を担う子供たちの安全安心、そして

教育の充実は大変重要な案件であることか

ら、今後においても必要に応じて調査・研究

を行ってまいりたいと考えております。

以上、総務文教常任委員会の所管事務調査

報告といたします。

○議長（小比類巻正規君） これより、質疑

を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（小比類巻正規君） ないようですの

で、質疑を終結します。

総務文教常任委員会の所管事務調査につい

ては、委員長報告のとおり御了承願います。

─────────────────

◎日程第２１ 産業建設常任委員会

所管事務調査報告

○議長（小比類巻正規君） 日程第２１ 産

業建設常任委員会所管事務調査報告を議題と

いたします。

加澤明委員長。

○８番（加澤 明君） 去る８月２８日に開

催されました産業建設常任委員会の所管事務

調査について、その概要を御報告申し上げま

す。

今回は、三沢市水道事業ビジョン２０１８

について、スカイプラザミサワの運営状況に

ついての２項目を調査し、報告事項として

アーケード崩落箇所への対応状況についてを

市当局より御報告いただきました。

まずは、三沢市水道事業ビジョン２０１８

についてでありますが、市当局によると、当

市において平成１５年度をピークに年々給水

人口が減少しており、それに伴い、今後直面

する課題の解決を図りながら事業経営を持続

していかなければならないことから、現状に

おける課題を抽出し、課題への方策を打ち出

し、水道事業を未来につなぐことを目的とし

て、当該水道ビジョンを策定したとのことで

ありました。

委員からは、平成３４年度より純利益が赤

字になる見通しであるとのことであるが、料

金改定の時期はいつごろを考えているのかと

の質問があり、市当局からは、今後早い段階

で水道委員会に三沢市の水道事業の安定供給

を行うための経営のあり方、今後の水需要の
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減少に対応する水道料金の制度等のあり方を

諮問・答申していく中で、多様な視点で審議

していただく予定であると答弁がありまし

た。

次に、スカイプラザミサワの運営状況につ

いてでありますが、市当局の説明では、平成

２９年１１月、１階に飲食店がオープンした

ことにより、店内の空き店舗、空きスペース

がなくなり、テナント入居率が１００％とな

り、また、既存直営店のスペースを活用し、

商品構成や売上高で相乗効果を図るため、新

たに専門店を２店舗オープンしたとのことで

ありました。

さらに、さまざまなイベントにあわせて飲

食ブースを出店するなどの結果、平成２９年

度は８６万７,０００円の黒字となったとの

ことであります。

委員からは、市からの借入金である３,０

００万円について、６００万円ずつ５年にわ

たって返済する計画としているが、問題なく

返済できているのかと質問があり、市当局か

らは、平成２８年度から返済を開始し、平成

２９年度分についても問題なく返済されてお

り、残額は１,８００万円であるとの答弁が

ありました。

次に、報告事項でありますアーケード崩落

箇所への対応状況についてでありますが、市

当局からの報告によると、本年６月１４日、

三沢・十和田線のアーケードの一部が崩落す

る事故が発生したことから、当該箇所の仮修

繕を行うとともに、アーケードの全ての箇所

を調査した結果、崩落箇所についてはその周

辺を含め早急の撤去が望ましいと判断し、財

政課と協議し、予備費を充用して４８.１５

メートルについて撤去を行ったとのことであ

りました。また、一部剥離やゆがみの兆候が

確認された場所についても、本年度中の撤去

を考えているとのことでありました。

委員からは、崩落の原因についての質問が

あり、市当局からは、崩落箇所には排煙口が

あり、そこに長年雨水がたまるなどして、そ

の周辺の腐食が進んだものと思われるとの答

弁がありました。

今回の案件につきましては、当市の中心市

街地の活性化や三沢市民の安心安全な暮らし

にとって極めて重要なものであることから、

今後も引き続きその動向を注視し、調査、助

言を行ってまいりたいと考えております。

以上、産業建設常任委員会の所管事務調査

報告とさせていただきます。

○議長（小比類巻正規君） これより、質疑

を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（小比類巻正規君） ないようですの

で、質疑を終結します。

産業建設常任委員会の所管事務調査につい

ては、委員長報告のとおり御了承願います。

─────────────────

◎日程第２２ 民生常任委員会所管

事務調査報告

○議長（小比類巻正規君） 日程第２２ 民

生常任委員会所管事務調査報告を議題としま

す。

佐々木卓也委員長。

○３番（佐々木卓也君） 去る９月７日に開

催いたしました民生常任委員会所管事務調査

の内容について御報告申し上げます。

今回は、消防本部に関する４件について所

管事務調査を行いました。

はじめに、消防職員の交通違反についてで

あります。

８月３０日、酒気帯び運転に係る消防司令

補の停職処分について新聞報道があり、その

概要と再発防止の取り組み等について調査を

行いました。

概要といたしましては、酒気帯び運転によ

る単独事故であり、処分の内容は停職６カ

月、あわせて管理監督者の処分も行われたと

のことでありました。再発防止対策として

は、消防職員全員に対する消防長訓示を行っ

たほか、継続して行っている交通違反事故防

止対策等のさらなる徹底を図るとのことであ

りました。

委員からは、処分内容の決定について三沢
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市職員懲戒分限審査委員会が審議し、審議結

果を踏まえ消防長が処分の決定を行ったとい

うことであるが、これは身内が処分を決定し

ているということであり、今後は第三者委員

会のようなものの設置の検討も必要ではない

かという意見が出されました。

今回の酒気帯び運転という交通違反は、絶

対起きてはならず、今後とも綱紀粛正、再発

防止に取り組むよう強く要望したところであ

ります。

次に、上十三消防司令センターの運用状況

について調査を行いました。

上十三消防司令センターにおける平成２９

年の緊急通報の受け付け状況は６,６３４

件、そのうち三沢市管内は１,６６５件と全

体の約２５％で、救急による通報が約８９％

を占めている状況でありました。また、発信

地位置情報通知システムの運用に係る熟練が

図られ、緊急通報から出場までの平均時間は

平成２８年よりも短縮されており、今年度は

新たな取り組みとして１５言語対応の多言語

通訳サービスを導入し、外国人の通報に対応

できる体制が構築され、より一層迅速な対応

が可能になったとのことでありました。

次に、消防団の充実強化について調査を行

い、三沢市消防団条例で消防団員の定数は３

２０人と定められており、消防団員数及び充

足率については、平成２６年度の３２０人、

１００％をピークに、本年８月１日現在では

３０５人、９５％、うち市職員等公務員の団

員数が５人となっておりました。

消防団員確保のための取り組みとして、消

防救急フェア等でのＰＲ活動、消防団員によ

る各地域・各町内会での積極的な勧誘、市職

員等公務員の兼職の特例に係る情報提供、事

業者等への協力依頼をしているとのことであ

りました。

委員からは、市職員兼職の特例に係る周知

について消防から市当局に対し積極的に行っ

てはどうか、装備等の充実のための予算の確

保などの意見が出されました。

次に、住宅用火災警報器の設置状況につい

て、設置義務化後１０年が経過し、交換目安

の時期が来ていることから、その周知方法を

含めて調査を行いました。

平成２９年の火災警報器の設置率の比較で

は、三沢市８７％、青森県７６.９％、全国

８１.７％となっており、三沢市は全国、青

森県と比較してもかなり高い状況となってい

ました。なお、火災警報器の交換に対する周

知活動については、設置指導とあわせ適時適

切に行っているとのことでありました。

今回の案件につきましては、今後も引き続

きその動向を注視し、必要な調査を行い、意

見・提言してまいりたいと考えております。

以上、民生常任委員会所管事務調査報告と

いたします。

○議長（小比類巻正規君） これより、質疑

を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（小比類巻正規君） ないようですの

で、質疑を終結します。

民生常任委員会の所管事務調査について

は、委員長報告のとおり御了承願います。

─────────────────

◎日程第２３ 議員の派遣について

○議長（小比類巻正規君） 日程第２３ 議

員の派遣を議題といたします。

詳細につきましては、印刷してお手元に配

付したとおりであります。

お諮りします。

地方自治法第１００条第１３項及び三沢市

議会会議規則第１６０条の規定により、別紙

のとおり議員を派遣することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（小比類巻正規君） 御異議なしと認

めます。

よって、別紙のとおり議員を派遣すること

に決しました。

─────────────────

○議長（小比類巻正規君） 以上で、本定例

会に付議された事件は全て議了いたしまし

た。
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─────────────────

◎市長挨拶

○議長（小比類巻正規君） ここで、市長よ

り発言の申し出がありますので、この際、発

言を許します。

市長。

○市長（種市一正君） 平成３０年三沢市議

会第３回定例会の閉会に当たり、議長のお許

しを得まして、一言御挨拶申し上げます。

今定例会は、去る９月３日に開会され、本

日まで１１日間にわたり、平成２９年度三沢

市一般会計及び特別会計並びに企業会計の決

算認定をはじめ、平成３０年度各会計の補正

予算のほか、行政運営上必要な条例の制定

等、１６の案件について慎重なる御審議を賜

り、それぞれ原案どおり御議決、御認定を賜

りまして、衷心より感謝申し上げます。

御議決賜りました各議案の執行に当たりま

しては、御審議の過程におきまして議員各位

から賜りました御意見、御提言等を十分に尊

重し、最善の効果をおさめるよう努力を傾注

してまいりますので、何とぞ一層の御支援、

御協力をお願い申し上げまして、閉会の挨拶

とさせていただきます。

大変ありがとうございました。

─────────────────

○議長（小比類巻正規君） これをもちまし

て、平成３０年三沢市議会第３回定例会を閉

会いたします。

午前１０時３８分 閉会
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